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 常滑市乳児等支援給付認定に関する規則をここに公布する。  

 

  令和８年５月28日 

 

常滑市長 伊 藤 辰 矢  

 

常滑市規則第30号 

 

常滑市乳児等支援給付認定に関する規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、子ども・子育て支援法（平成 24年法律第65号。以下「法」という。）第30条の15第１項の規定に基

づく乳児等支援給付認定に関し、法、子ども・子育て支援法施行令（平成 26年政令第213号）及び子ども・子育て支援

法施行規則（平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。  

（乳児等支援給付認定の申請） 

第３条 法第30条の15第１項の規定による申請は、乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定申請書（様式第１号）

により行うものとする。 

（乳児等支援給付認定） 

第４条 法第30条の15第３項に規定する乳児等支援支給認定証は、乳児等支援支給認定証（こども誰でも通園制度認定証）

（様式第２号）のとおりとする。 

（乳児等支援給付認定の変更） 

第５条 法第30条の17第１項の規定による届出は、乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定変更届出書（様式第３

号）により行うものとする。 

（乳児等支援給付認定の消滅） 
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第６条 乳児等支援給付認定保護者は、法第30条の18第１項第１号又は第２号に規定する事由に該当することとなったと

きは、乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定消滅届出書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。  

（乳児等支援給付認定の取消し） 

第７条 府令第28条の25第１項に規定する書面は、乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定取消通知書（様式第５

号）のとおりとする。 

（乳児等支援支給認定証の再交付） 

第８条 府令第28条の27第２項に規定する申請書は、乳児等支援支給認定証（こども誰でも通園制度認定証）再交付申請

書（様式第６号）のとおりとする。 

 （委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 
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様式第１号（第３条関係） 
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様式第２号（第４条関係） 
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様式第３号（第５条関係） 
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様式第４号（第６条関係） 
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様式第５号（第７条関係） 
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様式第６号（第８条関係） 

 


